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衆
議
院
議
員
福
田
昭
夫
君
提
出
な
ぜ
日
本
が
こ
こ
ま
で
貧
乏
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
に
関
す
る
質
問
に

対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
日
本
の
一
人
当
た
り
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
に
つ
い
て
、
平
成
六
年
に
つ
き
「
平
成
二
十
六
年
度
国
民
経
済
計
算
確
報

（
フ
ロ
ー
編
）
」
（
平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
五
日
内
閣
府
公
表
）
等
、
平
成
五
年
に
つ
き
「
支
出
系
列
簡
易
遡
及
平
成

十
七
年
基
準
」
（
平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
日
内
閣
府
公
表
）
等
を
用
い
て
計
算
す
れ
ば
、
米
ド
ル
換
算
で
、
そ
れ
ぞ
れ
三

万
八
千
八
百
四
十
四
米
ド
ル
及
び
三
万
五
千
五
百
四
米
ド
ル
と
な
り
、
い
ず
れ
も
経
済
協
力
開
発
機
構
（
以
下
「
Ｏ
Ｅ
Ｃ

Ｄ
」
と
い
う
。
）
加
盟
国
中
第
三
位
と
な
っ
て
い
る
。

二
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
貧
乏
」
の
定
義
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
我
が
国
の
一

人
当
た
り
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
内
の
順
位
が
低
下
し
た
要
因
と
し
て
は
、
世
界
経
済
が
成
長
す
る
中
で
、
我
が

国
経
済
は
デ
フ
レ
状
況
に
あ
っ
て
、
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
が
相
対
的
に
低
か
っ
た
こ
と
等
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

政
府
と
し
て
は
、
長
引
く
デ
フ
レ
か
ら
の
早
期
脱
却
と
日
本
経
済
の
再
生
の
た
め
、
大
胆
な
金
融
政
策
、
機
動
的
な
財
政

一



政
策
、
民
間
投
資
を
喚
起
す
る
成
長
戦
略
の
三
本
の
矢
か
ら
な
る
経
済
政
策
を
一
体
的
に
推
進
し
て
き
た
。
今
後
の
経
済
財

政
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
第
二
ス
テ
ー
ジ
に
お
い
て
、
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
六
百
兆
円
を
平
成
三
十
二
年
頃
に
達
成

す
る
こ
と
を
目
標
と
し
、
こ
れ
ま
で
の
三
本
の
矢
を
束
ね
て
一
層
強
化
し
た
新
た
な
第
一
の
矢
で
あ
る
希
望
を
生
み
出
す
強

い
経
済
の
推
進
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
そ
の
果
実
を
第
二
、
第
三
の
矢
で
あ
る
夢
を
つ
む
ぐ
子
育
て
支
援
、
安
心
に
つ
な

が
る
社
会
保
障
に
も
つ
な
げ
る
こ
と
で
、
新
・
三
本
の
矢
が
一
体
と
な
っ
て
成
長
と
分
配
の
好
循
環
を
強
固
な
も
の
と
し
て

い
く
。

五
及
び
十
に
つ
い
て

社
会
保
障
制
度
を
次
世
代
に
引
き
渡
し
て
い
く
責
任
を
果
た
す
と
と
も
に
、
市
場
や
国
際
社
会
に
お
け
る
我
が
国
の
信
認

を
確
保
す
る
た
め
、
平
成
二
十
九
年
四
月
の
消
費
税
率
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
へ
の
引
上
げ
は
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
や
大
震
災

の
よ
う
な
重
大
な
事
態
が
発
生
し
な
い
限
り
、
確
実
に
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
政
府
と
し
て
は
、
経
済

財
政
運
営
に
万
全
を
期
し
て
ま
い
り
た
い
。

六
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
貧
乏
」
の
定
義
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
平
成
二
十
九

二



年
四
月
の
消
費
税
率
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
へ
の
引
上
げ
は
、
市
場
や
国
際
社
会
に
お
け
る
我
が
国
の
信
認
を
確
保
す
る
と
と
も

に
、
社
会
保
障
制
度
を
次
世
代
に
引
き
渡
し
て
い
く
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
増
収
分
は
全
額
、
社
会
保
障
の
充
実
・
安

定
化
に
充
て
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

ハ
イ
パ
ー
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
戦
争
等
を
背
景
と
し
た
極
端
な
物
不
足
や
、
財
政
運
営
及
び
通
貨
に
対
す
る
信
認
が

完
全
に
失
わ
れ
る
な
ど
、
極
め
て
特
殊
な
状
況
下
に
お
い
て
発
生
す
る
も
の
で
あ
り
、
現
在
の
我
が
国
の
経
済
・
財
政
の
状

況
に
お
い
て
発
生
す
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

八
及
び
九
に
つ
い
て

我
が
国
の
財
政
に
つ
い
て
は
、
極
め
て
厳
し
い
状
況
に
あ
り
、
デ
フ
レ
脱
却
・
経
済
再
生
を
図
り
つ
つ
、
そ
の
持
続
可
能

性
を
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
政
府
と
し
て
は
、
「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
二
〇
一
五
」
（
平
成
二
十

七
年
六
月
三
十
日
閣
議
決
定
）
に
盛
り
込
ま
れ
た
「
経
済
・
財
政
再
生
計
画
」
に
基
づ
き
、
平
成
三
十
二
年
度
の
財
政
健
全

化
目
標
の
達
成
に
向
け
て
、
経
済
と
財
政
双
方
の
再
生
を
目
指
す
経
済
・
財
政
一
体
改
革
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
て
い
る
。

三


